


ご あ い さ つ 

 

 

「食」は生命の基本であり、元気の源です。市民一人ひと

りが生涯にわたって心豊かに生きていくためには、私たち一

人ひとりが「食」について考え、健全な食生活を営むことが

大切です。 

しかし、近年、ライフスタイルや価値観の多様化などにより、栄養の偏りや不規則

な食事が増加し、食への理解や感謝の念が希薄になってくるなど、食をめぐる環境は

大きく変化しています。 

本市では、このような現状を踏まえ、平成 21 年 3 月に「庄原市食育推進計画（第 1

次）」を策定し、食育を推進するための具現化事業に取り組んでまいりました。 

このたび、計画期間の終了に伴い、第１次計画の取組を評価・検証するとともに、

課題を整理し、目標に向けた施策の見直しを行い、平成 26 年度から平成 30 年度まで

を計画期間とする「庄原市食育推進計画（第 2次）」を策定いたしました。 

この計画では、第 1次計画に引き続き、食育を通じて“こころもからだも元気な市

民”“緑豊かな自然を活かした地産地消のまち”を将来像とし、食育に対するさらな

る周知と、実践につなげていく取組の強化、食育による地域の活性化に重点をおき策

定してまいりました。また、生活習慣病の増加に伴い、予防や改善につながる食育推

進の充実を掲げております。 

本市が平成 25 年 11 月に策定した「庄原いちばん基本計画」での「暮らしの安心の

いちばん！」のなかでも、「健康」を守る環境整備を大きく取り上げており、“市民が

生涯にわたって心身の健康を増進し、豊かな人間性を形成する”ためにも、市民自ら

主体的に食育の実践に取り組める環境づくりが重要となります。 

本市の恵まれた自然環境を活かしながら、食の大切さを理解し、食を通じて人を育

て、また地産池消の取組や疾病予防の取組を、行政、関係団体、学校、職域、地域が

一体となって進めてまいりますので、市民の皆様の「食育市民運動」への参画と実践

を賜りますようお願い申し上げます。 

終わりに、本計画の策定にあたり、熱心にご議論いただいた庄原市食育計画策定推

進委員会の皆様、アンケート調査などにご協力並びに貴重なご意見をお寄せいただき

ました皆様、関係各位に対し、心からお礼申し上げます。 

 

 

平成 26（2014）年 3月 

庄原市長  木 山 耕 三 
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第１章 計画策定の趣旨 
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第１章 計画策定の趣旨 

 

１ 計画策定の背景 

「食」は、生命の基本であり、心身の健やかな成長や健康で幸せな生活を送るために欠かせ

ないものです。 

また、「食育」とは、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、

健全な食生活を実践する人を育てる取組をいいます。 

 

近年、社会経済構造の変化や価値観の多様化等を背景に、個人の好みに合わせた食生活のス

タイルへと食の多様化が進展しています。このことにより、塩分、脂質、糖質の過剰摂取、野

菜の摂取不足等の栄養の偏り、食習慣の乱れによる肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身など、

食をめぐる様々な問題が生じています。 

一方で、食に関する情報の氾濫、食の安全性を脅かす事案の発生、食料自給率の低下など、

食生活において社会的に不安な状況もあります。 

 

このような社会情勢を背景とし、平成 17年６月に私たちが生涯にわたって健全な心身を培い、

豊かな人間性をはぐくむことを目的として「食育基本法」（平成 17 年法律第 63号）が制定され

ました。 

国においては、平成 23 年に「食育推進基本計画」（平成 18 年策定）が見直され、「第２次食

育推進基本計画」が策定されました。 

 

本市においては、市民一人ひとりが、健やかでこころ豊かな生活を送ることができるまちづ

くりのため、平成 21年３月に「庄原市食育推進計画」を策定しました。この計画では、食育を

通じて“「こころ」も「からだ」も元気な市民”“緑豊かな自然を活かした地産地消のまち”を

将来像としており、市民や地域、関連団体・機関との連携により、食育の推進に取り組んでき

ました。 

この度、計画期間が平成 25 年度で終了することから、市民アンケートの結果やこれまでの取

組の成果を踏まえ、「庄原市食育推進計画（第２次）」を策定しました。策定にあたっては、国

や県の方針や市の疾病の状況に基づき、これまで以上に生活習慣病の予防及び改善など健康づ

くりの視点を取り入れ、市民の食に対する理解をさらに深めるとともに、実践につなげていく

ための取組を推進します。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、食育基本法第 18 条第１項に基づく、市町村食育推進計画にあたります。 

また、上位計画である「庄原市長期総合計画」や関連計画である「庄原市健康づくり計画（第

２次）」等と整合を図るとともに、国の「第２次食育推進基本計画」、「広島県食育推進計画（第

２次）」を踏まえて策定しました。 
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第１章 計画策定の趣旨 

３ 計画期間 

計画期間は、平成 26 年度から平成 30 年度までの５年間とします。 

また、社会経済情勢の変化など、必要に応じて見直しを行います。 

 

４ 計画の策定体制 

 市民検討組織である「庄原市食育計画策定推進委員会」と庁内検討組織である「民生施策

推進会議」の協働により計画を策定します。 

 計画策定にあたっては、市民 3,000 人を対象に「庄原市食育推進計画策定のためのアンケ

ート調査」を実施するとともに、食に関する取組や事業を行っている地域の団体や事業者

など９団体からヒアリングを行いました。 

 

【計画策定の背景】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食育基本法の制定（平成 17 年 6月） 

生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむ 

「食」をめぐる問題 

食の多様化 

・栄養の偏り 

・肥満や生活習慣病の増加 

・過度の痩身 等 

食生活における社会的な不安 

・食に関する情報の氾濫 

・食の安全性を脅かす事案の発生 

・食料自給率の低下 等 

食育の推進 

庄原市食育推進計画（第 2 次） 

（平成 26 年度～平成 30 年度） 

庄原市食育推進計画 

（平成 21 年度～平成 25 年度） 

食育推進基本計画 

（平成 18 年度～平成 22 年度） 
第 2 次食育推進基本計画 

（平成 23 年度～平成 27 年度） 
国 

庄
原
市 

広島県食育推進計画 

（平成 20 年度～平成 24 年度） 
広島県食育推進計画（第 2 次） 

（平成 25 年度～平成 29 年度） 
県 
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第２章 食をめぐる現状 ～食の今を知る～ 
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第２章 食をめぐる現状～食の今を知る～ 

 

１ 統計からみる庄原市の現状 

（１）人口の推移 

本市の人口をみると、平成 25年の総人口は 39,013 人であり、平成２年と比較すると 22.9％

減少しています。 

平成 25 年の年齢３区分別人口を平成２年と比較すると、年少人口は 48.8％減少、高齢者

人口は 22.9％増加しています。 

 

【人口の推移（庄原市）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 2 年～平成 22 年国勢調査・平成 25 年住民基本台帳人口（9 月末現在） 
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第２章 食をめぐる現状 ～食の今を知る～ 

（２）平均寿命・健康寿命 

本市の平均寿命は、男性 79.27 年、女性 87.01 年であり、広島県平均と比較し、男性は 0.63

年下回り、女性は 0.1 年上回っています。 

本市の健康寿命＊は、男性 77.23 年、女性 83.27 年であり、広島県平均と比較し、男性は

1.15 年、女性は 0.26 年下回っています。 

＊健康寿命：日常生活動作が自立している期間の平均 

 

【平均寿命・健康寿命】 

（単位：年） 

 平均寿命 健康寿命 

男性 女性 男性 女性 

庄原市 79.27 87.01 77.23 83.27 

広島県 79.90 86.91 78.38 83.53 

資料：広島県資料（平成 24 年度） 

 

（３）死因 

本市の平成 23 年の死因別死亡者数は、「心疾患」が前年より大きく増加し 151 人であり、

最も多くなっています。一方、平成 22 年まで第１位であった「悪性新生物」は前年より減少

しています。 

上位を占めている疾患は、「心疾患」、「悪性新生物」、「肺炎」、「脳血管疾患」の４つで、心

筋梗塞などの心疾患や、脳出血・脳梗塞などの脳血管疾患の発症は、動脈硬化や高血圧症な

どに起因することが多く、食生活に深く関わりがあります。 

 

【死因別死亡者割合（庄原市）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：人口動態統計年報 
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（４）国保医療の状況 

受診件数の上位は、第１位「循環器系の疾患（22.1％）」、第２位「消化器系の疾患（18.4％）」、

第３位「内分泌、栄養及び代謝疾患（12.2％）」の順となっており、広島県、全国と比較して

循環器系の疾患、内分泌、栄養及び代謝疾患、筋骨格系及び結合組織の疾患の受診割合が高

くなっています。 

費用額では、循環器系の疾患及び新生物で全体の 35.3％を占めており、この２つの疾患の

占める割合が広島県、全国と比較して高くなっています。 

件数、費用額とも高血圧症や脳梗塞、心筋梗塞などの「循環器系の疾患」が高く、食事バ

ランスの乱れや塩分の過剰摂取などの食習慣が大きな要因となります。 

また、件数、費用額の上位を占める「内分泌疾患」である糖尿病は、発症予防や重症化予

防のために、食事内容の管理が重要であり食育も深く関わっています。 

 

 

【国民健康保険医療受診件数（上位 5 位）】 

順位 
庄原市 広島県 全国 

疾病名 
件数 
（件） 

割合 
（％） 

疾病名 
割合 
（％） 

疾病名 
割合 
（％） 

１ 循環器系の疾患 1,862 22.1 消化器系の疾患 21.1 消化器系の疾患 20.1 

２ 消化器系の疾患 1,547 18.4 循環器系の疾患 18.2 循環器系の疾患 18.1 

３ 
内分泌、栄養及
び代謝疾患 

1,027 12.2 
内分泌、栄養及
び代謝疾患 

11.1 
内分泌、栄養及
び代謝疾患 

9.7 

４ 
筋骨格系及び結
合組織の疾患 

862 10.2 
筋骨格系及び結
合組織の疾患 

8.7 呼吸器系の疾患 8.8 

５ 
精神及び行動の
障害 

472 5.6 呼吸器系の疾患 7.7 
筋骨格系及び結
合組織の疾患 

8.7 

資料：広島県国民保険連合会（平成 24 年度の平均） 

 

 

【国民健康保険医療費用額（上位 5 位）】 

順位 
庄原市 広島県 全国 

疾病名 
費用額 
（千円） 

割合 
（％） 

疾病名 
割合 
（％） 

疾病名 
割合 
（％） 

１ 循環器系の疾患 49,796 18.4 循環器系の疾患 16.5 循環器系の疾患 17.6 

２ 新生物 45,668 16.9 新生物 14.7 新生物 14.8 

３ 消化器系の疾患 33,986 12.6 消化器系の疾患 14.3 消化器系の疾患 13.6 

４ 
精神及び行動の
障害 

26,586 9.8 
精神及び行動の
障害 

11.6 
精神及び行動の
障害 

9.3 

５ 
内分泌、栄養及
び代謝疾患 

21,402 7.9 
内分泌、栄養及
び代謝疾患 

7.7 
内分泌、栄養及
び代謝疾患 

7.1 

資料：広島県国民保険連合会（平成 24 年度の平均） 
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第２章 食をめぐる現状 ～食の今を知る～ 

２ 市民の食の現状と意識 

（１）市民アンケート調査の結果 

①アンケートの概要 

計画の策定にあたり、次のとおり市民アンケートを実施し、市民の食育に関する意識や

実態を調査しました。 

 

調 査 名 庄原市食育推進計画（第２次）策定のための市民アンケート調査 

調査対象 庄原市内に在住する 15歳以上の男女から 3,000 人 

調査方法 郵送法、無記名方式 

調査期間 平成 25 年８月２日～平成 25年８月 22日 

調査内容 

（１）「食育」について 

（２）食育に関する活動について 

（３）食生活について 

（４）食の安全・安心について 

（５）地産地消について 

（６）食文化・伝統料理について 

回答結果 

（１）調査票送付数  3,000 票 

（２）有効回答数   1,567 票 

（３）有効回答率   52.2％ 

 

 
※留意事項 

（１）本文及び図中に示した調査結果の数値は百分比（％）で示してある。これらの数値は

小数点以下第２位を四捨五入しているため、全項目の回答比率の合計が 100.0％とな

らない場合がある。 

（２）複数の回答を求めた質問では、回答比率の合計が 100.0％を超えることがある。 

（３）報告書中の図表では、コンピューター入力の都合上、回答選択肢の表現を短縮してい

る場合がある。 
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②食育について 

「食育」の言葉も意味も知っている割合は 50.1％、「食育の日」、「食育月間」を知って

いる割合は１割台であり、いずれも平成 20 年度調査より上昇していますが、周知は十分で

ありません。 

また、「食育」に関心がある割合は 67.5％、「食育」を実践している割合は 40.6％であり、

年齢別にみると、関心がある割合、実践している割合ともに若い年齢層で低く、実践して

いない理由として「食育のことについてよく知らないから」と回答した割合が高くなって

います。 

 

【食育の周知状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「食育の日」の周知状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

5.6

87.2

86.6

1.7

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成25年

（N=1,567）

平成20年

（N=1,329）

知っている 知らない 無回答

50.1

41.7 35.6

36.4

16.8

11.0

5.9

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成25年

（N=1,567）

平成20年

（N=1,329）

言葉も意味も知っている

言葉は知っているが意味は知らない

言葉も意味も知らない

無回答
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第２章 食をめぐる現状 ～食の今を知る～ 

【食育への関心度/年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【食育の実践状況/年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.6

15.4

19.6

16.3

21.2

24.9

44.1

49.7

47.0

48.5

26.5

23.8

24.5

21.5

19.8

9.8

10.2

6.6

5.9

10.3

0.7

24.0

27.7

44.9

44.0

33.8

22.0

23.1

9.2

0.0

0.0

1.4

0.0

0.0

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,567）

15～19歳

（N=65）

20～29歳

（N=102）

30～39歳

（N=147）

40～49歳
（N=151）

50～64歳

（N=404）

65歳以上

（N=682）

関心がある どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない 関心がない

無回答

5.0

4.6

3.9

2.7

5.3

5.9

20.6

26.5

33.8

36.4

24.5

30.6

30.5

32.4

27.7

35.3

32.7

23.2

16.6

13.2

5.3

3.2

1.5

0.0

3.0

4.4

5.0

42.5

35.6

9.2

29.4

30.8

19.0

30.8

6.3

6.7

15.7

7.7

23.1

7.5 0.0

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,567）

15～19歳

（N=65）

20～29歳
（N=102）

30～39歳
（N=147）

40～49歳

（N=151）

50～64歳

（N=404）

65歳以上

（N=682）

積極的にしている
できるだけするようにしている
少しはしている
したいと思っているが、実際にはしていない
したいと思わないし、していない
無回答



 

12 

42.7

37.5

26.7

19.8

10.7

9.5

0 10 20 30 40 50

「食育」のことについて

よく知らないから

食事や食生活への関心はあるが、
他のことで忙しいから

食事などへの関心はあるが、
食費を安くすることの方が重要だから

食事や食生活を特に意識しなくても

問題はないから

活動や行動をしたくても

情報が入手できないから

自分や家族の食事や食生活に

関心がないから

【食育を実践できていない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知状況と実践状況をみると、「知っており、実践している層」は 28.7％、「知っている

が、実践できていない層」は 20.2％、「知らないが、実践している層」は 11.0％、「知らな

くて、実践していない層」は 35.0％となっており、「知らなくて、実践していない層」が

若い年齢層で高くなっています。 

また、認知度が高いほど関心度は高く、関心度が高いほど実践している割合は高くなっ

ています。 

 

【食育の認知度と実践状況/年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） N＝419 

28.7

6.2

19.6

20.4

31.1

32.8

31.4

32.7

25.8

20.8

4.9

8.8

7.3

10.1

14.4

44.1

37.4

33.1

34.4

32.6

0.7

2.6

30.9

13.8

20.2

29.2

11.0

7.7

35.0

55.4

6.5

3.7

0.0

5.0

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,567）

15～19歳
（N=65）

20～29歳

（N=102）

30～39歳
（N=147）

40～49歳

（N=151）

50～64歳
（N=404）

65歳以上

（N=682）

知っており、実践している層 知っているが、実践できていない層

知らないが、実践している層 知らなくて、実践していない層

無回答



 

13 

第２章 食をめぐる現状 ～食の今を知る～ 

【食育の関心度/認知度別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【食育の実践状況/関心度別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1

1.3

0.6

2.1

13.1

8.3

33.4

21.5

33.7

21.5

3.5

5.6

55.9

42.2

13.8

37.1

9.9

16.2

15.7

0.3

1.0

41.0

2.0

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

関心がある

（N=703）

どちらかといえば関心がある

（N=344）

どちらかといえば関心がない

（N=144）

関心がない
（N=22）

積極的にしている
できるだけするようにしている
少しはしている
したいと思っているが、実際にはしていない
したいと思わないし、していない
無回答

34.0

11.4

8.7 20.2 31.8 38.7

47.4

49.9

33.3

11.8

7.7

3.8

0.2

0.4

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

言葉も意味も知っている
（N=785）

言葉は知っているが

意味は知らない（N=570）

言葉も意味も知らない
（N=173）

関心がある

どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない

関心がない

無回答
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11.9

9.4

11.5

6.1

2.9

2.6

5.6

0.8

64.9

5.3

22.5

21.4

12.4

10.5

5.9

1.4

6.8

33.6

24.1

27.8

0 10 20 30 40 50 60 70

生活習慣病予防などのための料理教室

食生活の改善に関する活動

郷土料理、伝統料理等の食文化継承活動

食品の安全や表示に関する活動

いろいろな国の食文化にふれる活動

食品廃棄や食品リサイクルに関する活動

農林畜産業体験などに関する活動

その他

参加したことはない
参加したいと思わない

無回答

参加したことがある活動

今後、参加したい活動

【食育の実践状況/職業別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③食育に関する活動について 

「食育」に関する活動について、これまで参加した活動がある人の割合は29.8％ですが、

65.4％の人が今後参加したい活動を回答しており、参加したい活動としては「生活習慣病

予防などのための料理教室」と回答した割合が最も高く、「食生活の改善に関する活動」、

「郷土料理、伝統料理等の食文化継承活動」、「食品の安全や表示に関する活動」が続いて

います。 
 

【食育に関する活動への参加経験と参加意向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 
N＝1,567 

3.8

11.5

5.2

2.5

7.1

3.7

46.6

11.3

37.7

43.8

29.3

33.8

26.0

30.6

28.8

12.1

27.5

23.4

13.9

17.2

5.8

2.9

1.3

6.3

42.5

29.1

36.7

25.7

31.5

15.0

24.3

23.8

3.5

8.9

4.0

2.1

8.6 4.9

3.5

1.8

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

会社員、団体職員、公務員

（N=250）

自営業（農林漁業を除く)

（N=51）

農林漁業

（N=45）

学生・生徒

（N=42）

パート・アルバイト

（N=125）

家事専業

（N=138）

無職

（N=211）

積極的にしている
できるだけするようにしている
少しはしている
したいと思っているが、実際にはしていない

したいと思わないし、していない
無回答
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20.9

27.2

24.4

11.6
10.3

5.6

必ずしている
ほとんどしている
時々している
あまりしていない
全くしていない
無回答

④食生活について 

「共食」について、家族と一緒に週４日以上朝食を食べる割合は 60.5％、夕食を食べる

割合は 71.5％であり、ひとり暮らしを除くと男性 20・40 歳代、女性 10・20 歳代で一緒に

食べない割合が高く、一緒に食べない理由として「自分または家族が仕事や学校などで忙

しいため」と回答した割合が高くなっています。 

また、食事をよく噛んで、味わって食べている人の割合は 62.5％、食事を楽しむ機会を

増やすよう努めている人の割合は 36.0％となっています。 

 

【家族と一緒に朝食を食べている頻度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家族と一緒に夕食を食べている頻度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      【よく噛んで味わって食べているか】       【食事を楽しむ機会を増やすよう努めているか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.6

61.9 10.58.3

4.9

5.2

4.6

1.8

1.8

12.3

16.0 6.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成25年

（N=1,567）

平成20年

（N=1,329）

ほとんど毎日 １週間に４～５日 １週間に２～３日

１週間に１日 ほとんどない 無回答

56.3

58.3 11.1

4.2

5.4

4.8

4.2

3.6

2.9

24.4

18.1

6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成25年

（N=1,567）

平成20年

（N=1,329）

ほとんど毎日 １週間に４～５日 １週間に２～３日

１週間に１日 ほとんどない 無回答

1.7

3.5

26.6

35.9

21.8

10.6

食べている
どちらかというと食べている
どちらかというと食べていない
食べていない
わからない
無回答

N＝1,567 N＝1,567 

（％） （％） 
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29.7

22.8

20.8

10.9

2.5

1.5

13.6

18.2

0.0

0.0

41.7

16.7

16.7

8.3

5.6

2.8

18.2

50.0

0 10 20 30 40 50 60

時間がない

食欲がない

以前から食べる習慣がない

食べることや準備することが面倒

朝食が用意されていない

減量（ダイエット）のため

全体（N=202）

20～29歳（N=44）
30～39歳（N=36）

朝食を毎日食べない人の割合は全体で 12.9％ですが、「１週間に２～３日程度食べる」

と「ほとんど食べない」を合わせた割合は、若い年齢層で高く、食べない理由として、「時

間がない」、「食欲がない」、「以前から食べる習慣がない」、「食べることや準備することが

面倒」と回答した割合が高くなっています。 

一方、毎日食べていても、主菜・副菜を食べない割合も 20 歳代で 31.0％と高くなって

います。 

 

【朝食をとる頻度/年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【朝食を食べていない理由/年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.6

83.1

56.9

74.8

78.1

93.1

14.7

4.8

9.3

10.8

6.1

3.3

17.6

13.6

8.6

6.9

0.7

0.7

88.1 2.2

1.8

4.1

10.8

0.7

2.5

2.8

6.2

1.9

6.0

2.5

0.2

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,567）

15～19歳

（N=65）

20～29歳

（N=102）

30～39歳

（N=147）

40～49歳

（N=151）

50～64歳

（N=404）

65歳以上

（N=682）

毎日食べる １週間に４～５日程度食べる

１週間に２～３日程度食べる ほとんど食べない

無回答

（％） 
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「栄養のバランスに気をつけている（必ずしている+ほとんどしている）」人の割合は

42.4％、「規則正しい食生活に気をつけている」人の割合は 66.2％、「体重コントロールの

ために食事の量を調節している」人の割合は 28.8％、「野菜を努めて食べるようにしてい

る」人の割合は 66.2％、「塩分の多い料理を控えている」人の割合は 45.8％、「油の多い料

理を控えている」人の割合は 41.1％であり、男性 20～64 歳、女性 20 歳代で取り組んでい

る割合が低くなっています。 

また、取り組んでいる割合が低い年齢層の食育を実践していない理由をみると、若い年

齢層は「知らないから」という回答の割合が高くなっていますが、男性 40歳代は「食事や

食生活への関心はあるが、他のことで忙しいから」と回答した割合が高くなっています。 

 

【栄養のバランスに気をつけている状況/性・年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9

18.8

7.0

7.3

3.8

10.4

9.1

5.1

7.6

14.1

12.2

13.6

9.3

21.8

21.2

28.8

35.9

38.4

40.6

38.2

58.1

40.0

46.2

39.0

43.5

37.4

36.2

32.5

16.3

27.3

21.2

21.3

23.7

5.4

8.1

9.2

9.2

3.5

3.1

7.4

8.6 23.6

28.9

27.3

31.5

15.6

31.5

37.4

51.5

36.2

34.4

16.1

9.1

13.8

18.8

5.7

3.0

8.6

9.3

4.1

9.4

1.8

7.7

1.7

5.4

2.0

0.4

2.4 4.1

1.3

0.0

2.2

1.7

0.0

0.6

0.0

1.8

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

（N=1,567）

男性15～19歳

（N=32）

　　20～29歳

（N=43）

　　30～39歳

（N=55）

　　40～49歳

（N=52）

　　50～64歳

（N=174）

　　65歳以上

（N=336）

女性15～19歳

（N=33）

　　20～29歳

（N=59）

　　30～39歳

（N=92）

　　40～49歳

（N=99）

　　50～64歳

（N=229）

　　65歳以上

（N=338）

必ずしている ほとんどしている 時々している

あまりしていない 全くしていない 無回答
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【塩分の多い料理を控えている状況/性・年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【食育を実践していない理由/性・年齢別】 

 

回
答
数 

Ｎ 

食
事
や
食
生
活
へ
の

関
心
は
あ
る
が
、
他
の

こ
と
で
忙
し
い
か
ら 

「
食
育
」
の
こ
と
に
つ

い
て
よ
く
知
ら
な
い

か
ら 

食
事
や
食
生
活
を
特

に
意
識
し
な
く
て
も

問
題
は
な
い
か
ら 

食
事
な
ど
へ
の
関
心

は
あ
る
が
、
食
費
を
安

く
す
る
こ
と
の
方
が

重
要
だ
か
ら 

活
動
や
行
動
を
し
た

く
て
も
情
報
が
入
手

で
き
な
い
か
ら 

自
分
や
家
族
の
食
事

や
食
生
活
に
関
心
が

な
い
か
ら 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 419 37.5 42.7 19.8 26.7 10.7 9.5 5.0 1.9 

男性 15～19 歳 16 18.8 68.8 0.0 12.5 6.3 6.3 0.0 0.0 

20～29 歳 22 36.4 59.1 13.6 27.3 9.1 4.5 4.5 0.0 

30～39 歳 25 36.0 52.0 12.0 16.0 16.0 12.0 4.0 0.0 

40～49 歳 17 70.6 35.3 11.8 29.4 5.9 5.9 0.0 0.0 

50～64 歳 55 40.0 41.8 32.7 18.2 9.1 16.4 3.6 1.8 

65 歳以上 75 8.0 40.0 41.3 32.0 14.7 10.7 6.7 0.0 

女性 15～19 歳 19 57.9 36.8 10.5 26.3 5.3 15.8 0.0 0.0 

20～29 歳 30 43.3 56.7 20.0 36.7 13.3 6.7 0.0 0.0 

30～39 歳 34 55.9 26.5 5.9 50.0 11.8 5.9 2.9 2.9 

40～49 歳 26 57.7 42.3 3.8 26.9 19.2 3.8 3.8 3.8 

50～64 歳 38 65.8 36.8 10.5 31.6 5.3 2.6 10.5 0.0 

65 歳以上 56 23.2 42.9 17.9 14.3 8.9 10.7 7.1 8.9 

 

15.0

6.3

2.3

5.5

7.7

17.0

12.1

13.6

6.5

15.2

15.3

25.7

18.6

23.6

15.4

16.9

33.7

27.3

35.4

38.8

37.2

32.7

34.6

35.6

30.4

30.3

38.0

24.3

30.2

30.9

32.7

22.4

25.4

25.0

23.2

9.6

6.5

3.0

3.1

5.1

6.9

21.9

30.8

27.3

30.7

27.6

18.8

29.6

27.3

35.6

24.4

34.4

18.2

33.3

19.9

1.2

0.9

3.0

2.2

6.8

9.6

5.5

15.6

3.4

11.6

6.3

0.0

3.0

0.0

1.8

0.0

1.1

0.0

1.7

2.2

1.0

0.9

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

（N=1,567）

男性15～19歳

（N=32）

　　20～29歳

（N=43）

　　30～39歳

（N=55）

　　40～49歳

（N=52）

　　50～64歳

（N=174）

　　65歳以上

（N=336）

女性15～19歳

（N=33）

　　20～29歳

（N=59）

　　30～39歳

（N=92）

　　40～49歳

（N=99）

　　50～64歳

（N=229）

　　65歳以上

（N=338）

必ずしている ほとんどしている 時々している

あまりしていない 全くしていない 無回答

（％） 
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食事バランスガイドを知っている人の割合は 33.5％であり、知っている人のうち「ほぼ

毎食参考にしている」と回答した割合は 12.6％、「時々参考にしている」と回答した割合

は 56.2％となっています。 

 

【食事バランスガイドの認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メタボリックシンドロームの意味を知っている人の割合は 79.2％と高く、平成 20 年度

調査と比較して上昇していますが、予防や改善のための行動を半年以上継続している人の

割合は 21.5％にとどまっており、男性 40 歳代、女性 20・30 歳代で低く、実践している内

容として男女 20 歳代で「適切な食事」と回答した割合が低くなっています。 

 

【メタボリックシンドロームの認知度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.3

31.6

42.9

42.7

10.1

9.5

3.4

3.7

4.5

8.4 4.1

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成25年

（N=1,567）

平成20年

（N=1,329）

言葉も意味もよく知っている

言葉も知っているし、意味もだいたい知っている

言葉は知っているが、意味はあまり知らない

言葉は知っているが、意味は知らない

言葉も意味も知らない

無回答

6.1

6.8 37.2

27.4

25.7

27.5

24.9

34.3

5.5

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成25年
（N=1,567）

平成20年

（N=1,329）

内容をよく知っている だいたい内容を知っている
言葉は聞いたことがある 知らない

無回答
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【メタボリックシンドロームの予防や改善のための実践の状況/性・年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【メタボリックシンドロームの予防や改善のための実践の内容/性・年齢別】 

 

回
答
数 

Ｎ 

適
切
な
食
事 

定
期
的
な 

運
動 

週
に
複
数
回 

の
体
重
測
定 

無
回
答 

全体 415 60.2 56.9 58.1 2.2 

男性 15～19 歳 5 20.0 100.0 20.0 0.0 

20～29 歳 9 33.3 88.9 33.3 0.0 

30～39 歳 16 56.3 68.8 68.8 0.0 

40～49 歳 11 72.7 81.8 45.5 0.0 

50～64 歳 48 52.1 64.6 56.3 2.1 

65 歳以上 87 60.9 64.4 43.7 3.4 

女性 15～19 歳 6 50.0 33.3 50.0 0.0 

20～29 歳 9 44.4 11.1 88.9 0.0 

30～39 歳 20 75.0 40.0 60.0 0.0 

40～49 歳 24 62.5 50.0 70.8 0.0 

50～64 歳 66 68.2 45.5 81.8 1.5 

65 歳以上 110 60.9 55.5 53.6 3.6 
 

21.5

15.6

18.6

21.8

13.5

22.0

15.2

8.5

16.3

19.2

26.2

25.1

2.3

7.3

7.7

6.8

5.4

5.1

2.6

7.4

30.2

29.1

38.5

47.5

43.5

54.5

55.9

45.9

14.0

23.6

17.3

6.3

16.9

19.6

10.1

7.0

5.9

5.5

6.3

9.5

22.4 5.2

3.9

3.0

5.0

0.0

43.5

48.9

36.4

45.5

21.9

4.8

12.1

8.8

12.5

16.4

33.3

13.8

30.2

13.7

43.8

18.2

23.1

18.6

14.1

9.1

5.7

7.1 8.6

2.6

2.0

1.1

1.7

0.0

3.4

0.0

0.0

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体

（N=1,567）

男性15～19歳

（N=32）

　　20～29歳

（N=43）

　　30～39歳

（N=55）

　　40～49歳

（N=52）

　　50～64歳

（N=174）

　　65歳以上

（N=336）

女性15～19歳

（N=33）

　　20～29歳

（N=59）

　　30～39歳

（N=92）

　　40～49歳

（N=99）

　　50～64歳

（N=229）

　　65歳以上

（N=338）

実践して、半年以上継続している
実践しているが、半年未満である
時々気をつけているが、継続的ではない
現在はしていないが、近いうちにしようと思っている

現在していないし、しようとも思わない
無回答

（％） 
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81.6

61.0

39.9

39.6

30.3

25.7

20.2

17.6

16.8

15.1

9.6

8.9

0.6

4.0

3.1

38.1

37.0

25.1

22.3

26.0

17.7

17.0

6.7

6.2

1.4

6.6

7.8

15.9

64.3

77.0

0 20 40 60 80 100

賞味（消費）期限

産地・生産者名

原材料名

使用添加物

保存方法

遺伝子組換え食品の使用の有無

製造加工者名

使用方法

栄養成分表示

内容量

ブランド名

アレルギー物質

その他

特に気をつけていない

無回答

平成25年（N=1,567）

平成20年（N=1,329）

⑤食の安全・安心について 

食の安全に関する不安がある人の割合は 74.0％、「食品の安全性に関すること」に関心

がある割合は 88.3％と高く、食品を購入する際に食品表示で気をつけていることを挙げる

人の割合も 92.3％となっています。 

一方、食の安全・安心のための知識がある人の割合は 58.4％となっています。 

また、食品表示に気をつけていない理由は、「関心がないから」が最も高くなっています

が、「何に気をつけたらいいかわからないから」という回答も約２割となっています。 

 

【食品の安全性への不安の有無】              【食品の安全性に関する知識の有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【食品の購入の際、気をつけている表示】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） 

3.9

18.4

43.3

30.7

3.6

感じている

多少は感じている

あまり感じていない

感じていない

無回答

4.0
8.6

49.8

31.9

5.8

十分にあると思う

ある程度あると思う

あまりないと思う

まったくないと思う

無回答

N＝1,567 N＝1,567 

（％） （％） 
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【食品表示について特に気をつけていない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥地産地消について 

地産地消について、「言葉も意味も知っており、自分なりに実践している」人の割合は

43.4％であり、平成 20年度調査よりもやや上昇しています。 

地産地消に期待していることとして、「安心・安全な食材の提供」、「新鮮でおいしい食材

の提供」が上位となっています。 

 

【地産地消の実践の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地産地消に期待していること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.4

39.7

31.9

24.9

12.1

13.2

6.1

16.3

6.6

5.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成25年

（N=1,567）

平成20年

（N=1,329）

言葉も意味も知っており、自分なりに実践している
言葉も意味も知っているが、実践はしていない

言葉だけは知っている

知らない
無回答

N＝62 

22.6

21.0

11.3

9.7

11.3

56.5

0 10 20 30 40 50 60

関心がないから

食品の安全性に不安を感じていないから

何に気をつけたらいいかわからないから

忙しくて、食品表示を確認する時間がないから

食品表示の見方がわからないから

その他

59.3

34.2

17.7

17.2

16.0

13.5

10.1

71.4

0 20 40 60 80

安心・安全な食材の提供

新鮮でおいしい食材の提供

減農薬・無農薬野菜の提供

地域への愛着と活性化

食料自給率の向上

農産物直販所の充実

生産者の顔が見える食材であること

郷土料理・田舎料理の推進

N＝1,567 （％） 

（％） 
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48.2
43.7

8.2

知っている

知らない

無回答

0.9

1.7

2.4

31.9

53.5

9.5

毎日利用している
よく利用する
たまに利用する
場所は知っているが利用したことがない
どこにあるか知らない
無回答

庄原市で生産された農畜林水産物を頻繁に使用している人の割合は 54.6％と平成 20 年

度調査よりも約 10ポイント上昇しています。 

 

【庄原市産の農畜林水産物の使用状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地産地消推進店を知っている割合は 48.2％となっており、そのうち、利用している割合

は 87.8％となっています。 

また、地産地消推進店を知っている人は、地産地消を実践している割合、庄原市産の農

畜林水産物を使用している割合が高くなっています。 

一方、庄原市で生産された農畜林水産物をあまり使用していない人の理由として「庄原

市産に限らず、価格の安さを優先するため」と回答した割合が最も高くなっていますが、

「いつも買物をする店で販売していないため」、「近くに販売している店がないため」とい

う購入できる店があれば使用につながる回答も２割から約３割あり、地産地消を推進して

いくために効果的な方策として「スーパーなどの量販店での地産地消コーナーの設置」、「農

産物直販所の充実」が上位となっています。 

 

 【地産地消推進店の認知度】           【地産地消推進店の利用状況（知っている人）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1

13.9

36.5

30.4

33.6

39.7

4.5

7.8

7.3

8.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成25年

（N=1,567）

平成20年

（N=1,329）

毎日使用している よく使用している たまに使用している

使用したことがない 無回答

（％） 

N＝1,567 N＝755 

（％） 
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29.0

28.6

21.1

17.9

12.7

10.4

40.7

0 10 20 30 40 50

庄原市産に限らず、価格の安さを優先するため

庄原市産に限らず、品質の良さを優先するため

いつも買物をする店で販売していないため

近くに販売している店がないため

忙しくて時間がなく、意識して買物ができないため

どこで購入したらいいかわからないため

関心がないため

【地産地消の実践の状況/地産地消推進店の認知度別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【庄原市産の農畜林水産物の使用状況/地産地消推進店の認知度別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【庄原市産の農畜林水産物を使用していない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） N＝597 

57.7

33.0

28.3

39.9

9.1

15.8

2.6

10.4

2.1

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている（N=755）

知らない（N=684）

言葉も意味も知っており、自分なりに実践している
言葉も意味も知っているが、実践はしていない

言葉だけは知っている
知らない

無回答

23.4

14.6 33.0

43.2

41.7

30.6

8.3

1.3

2.3

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている（N=755）

知らない（N=684）

毎日使用している    よく使用している    たまに使用している  

使用したことがない  無回答              



 

25 

第２章 食をめぐる現状 ～食の今を知る～ 

【地産地消を推進していくために効果的な方策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦食文化・伝統料理について 

伝統料理や郷土料理について関心がある人の割合は 61.0％、特に男性で低くなっていま

す。 

一方、伝統料理や郷土料理を習う機会への参加意向がある人の割合は 48.2％、参加した

い食育に関する活動として「郷土料理、伝統料理等の食文化継承活動」と回答した割合が

女性で高くなっています。 

 

【伝統料理や郷土料理についての関心度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【伝統料理や郷土料理を習う機会への参加意向】 

 

 

 

 

 

 

23.4

25.9 36.2

37.6

22.7

25.0

9.0

8.0

6.2

6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成25年

（N=1,567）

平成20年

（N=1,329）

関心がある まあまあ関心がある それほど関心はない

関心はない 無回答

33.4 33.8

13.4

5.0
14.4

参加してみたい

時間があれば参加してみたい

どちらともいえない

参加したくない

無回答

（％） 

N＝1,567 

42.1

35.6

29.8

14.7

13.5

12.3

55.5

0 20 40 60

スーパーなどの量販店での地産地消コーナーの設置

農産物直販所の充実

新鮮で安価な産物の提供

学校給食や保育所給食での地域産物の利用促進

地産地消フェアなどのイベントの実施

生産者と消費者をつなぐネットワークをつくる

飲食店などでの地域産物の利用促進

（％） N＝1,567 
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（２）ヒアリングによる意見 

①ヒアリングの概要 

食に関する取組や事業を行っている地域の団体や事業者から、市の食育の改善点などの

意見を聞くためのヒアリングを実施しました。 

 

対  象 
食に関する取組や事業を行っている地域の団体または事業者 

９団体 

実施期間 平成 25 年８月 30 日～平成 25年９月 26日 

質問内容 

（１）活動の目的 

（２）他の団体との連携 

（３）活動の課題 

（４）市民の参加状況 

（５）市と協働で取り組めること 

（６）今後取り組みたいこと 

（７）活動継続のために必要なこと 

（８）市の食育推進についての改善点 

 

②意見の概要 

質問内容 意  見 

（１） 

活動の目的 

 食生活の改善に関する研修会の内容を各地域に広める活動を実施し

ている。 

 メンバーがつくった野菜や地域でとれた山菜などの販売を行うこと

で、地域のものを地域の人に食べてもらうとともに、地域を元気に

することや、地域の活性化をめざしている。 

 地元でとれた旬の野菜のおいしさを地元の人に知ってもらい、おい

しさを意識して食べることを広めるために活動を行っている。 

 地元の野菜のおいしさを広めることで、生産者の活性化をめざして

いる。 

(２) 

他 の 団 体 と の

連携 

 自治振興区の活動との連携 

 生産者との連携 

 地元イベントとの連携 

 他の活動団体との連携 

（３） 

活動の課題 

 メンバーが増えない。 

 若い人の参加がないため、高齢化している。 

 リーダーになる人がいない。 

 活動費が不足している。 

 地域での人集めが大変である。 

 子どもはスポーツ活動などで忙しく、活動への参加が難しい。 

 高齢化のため、移動手段がない人の参加が難しい。 
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質問内容 意  見 

（４） 

市民の参加 

状況 

 食生活の改善に関する研修会で学んだことを、各地域で調理実習を

行い、各地域で 20名程度が参加している。 

 保育園と連携し、親子料理教室を実施している。 

 地元の旬の野菜を使い、地域の伝統料理等の調理を行う、地域の人

が参加できる講習会を実施している。 

 地元産の野菜などについて知り、調理する会を実施しており、地域

のさまざまな年代の人が参加している。 

（５） 

市と協働で取り

組めること 

 

 保育所だけでなく、小学校と連携した活動を行いたい。例えば、小

学校で食育について講師を招いて学習会を開く際に、いっしょに参

加し、学び、料理を作るなどの活動を行いたい。 

 地域で見守り活動が進められているが、そのような動きと連携し、

ひとり暮らしで食生活に偏りがあるなどの問題を抱えている人への

働きかけを行いたい。 

 地産地消の取組は、市と農協が協働で取り組まなければならない。 

（６） 

今後取り組みた

いこと 

 人の集まる道の駅と連携し、小学生が栽培して収穫したもので調理

をするなどのイベントを実施したい。 

 イベントへ参加し、会の活動をＰＲし、地域の人に知ってほしい。 

 「食」だけでは参加者が集まりにくいため、他の活動と合わせて「食」

を広めていく。 

 地元の人や団体が行う活動を、「食」の視点で積極的に支援していく。 

（７） 

活動継続のた

めに必要なこと 

 地域の活動につながる人材育成 

 食育に関心をもつ人の養成制度 

 アドバイザーの養成 

 頑張った活動団体を評価する制度があったらよい。 

 リーダーの育成や研修の支援 

 参加者を増やすための手法 

（８） 

市の食育推進

に つ い て 改 善

点 

 市が実施している事業や利用できる施設などの情報を、市民へ伝え

ることが重要であり、料理教室などの食のイベントにしても、市役

所の玄関ホールで実施するなど、多くの市民が参加し、知ることが

できる工夫をするべきである。 

 子どもの食生活を考えるのであれば、母親が食に興味がなくてはな

らないため、母親や親になる世代への働きかけが重要である。 

 若い世代が一人で自立しても、地元の食材を使って料理をしていけ

るように取組を行うことが重要である。 

 地域の団体が中学校等と協働で子どもの食育に取り組めるよう、関

係機関との連携が図れるよう環境づくりが必要である。 

 食について活動したい人・団体を支援して、見守ることが必要（個々

の活動のコーディネート）。 
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３ 食育推進プログラムの取組状況 

（１）食育の理解促進と望ましい食習慣の習得 

市独自の食育啓発ポスター、キャラクターの作成や子ども絵画展による啓発活動を推進し

たり、食に関する出前トークや講演会の開催、学校・保育所と連携した啓発などを実施した

り、市民への食育の周知、望ましい食習慣の啓発を行ってきました。 

子ども絵画展は平成 23年度より毎年実施し、対象者の拡大を図ってきました。 

また、本市では、高血圧症の人が多く、脳血管疾患による死亡者割合も広島県平均と比較

して高いことから、生活習慣病予防教室、介護予防事業、出前トーク、サロン等の場を利用

し、減塩、バランス食の大切さなどを呼びかけたほか、親子料理教室、男の料理教室などの

体験学習による普及啓発を行ってきました。 

地域に出向いた食に関する教室や講座の実施回数は、男性料理教室、自治振興区からの呼

びかけが増えたため平成 23 年度に大きく伸びています。 

 

項目 内容 

計画の周知 
 市内全戸への概要版配布 

 地域の事業や関係機関で計画のＰＲ 

食事バランスガイドの周知  地域の事業で食事バランスガイドの使い方を啓発 

ポスター・パンフレットの配布 

 食育月間や食育関連イベント時に啓発用のポスター掲示及び

パンフレット配布 

 庄原市の食育ポスターを作成・掲示 

 庄原市の食育推進キャラクターグッズの作成・配布 

子ども絵画展 

（隔年実施） 

 市内小学生を対象とした食に関する絵画を募集し、入賞者の

表彰・絵画の展示 

   （平成 23 年度以降毎年度実施） 

H21 H22 H23 H24 H 25 

158 点 － 199 点 184 点 215 点 
 

出前トーク 

 「食」に関する出前トークを実施 

 平成 24 年度、新メニュー（楽しく「食」を学ぼう！）を追加 

H21 H22 H23 H24 

１件 ８件 ３件 ７件 
 

献立表の作成  旬の食材を使ったレシピ集を作成し、事業やイベントで配布 

食育講演会 

 平成 21 年度実施 「今の食事が未来の自分をつくる～家庭・

地域における食育～」 

 平成 23 年度実施 「マスコミでは語れない食の謎を探る」 

 平成 24 年度実施 「元気な毎日は食事が基本」 
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項目 内容 

料理教室、健康講座など 

 自治振興区等地域の料理教室や健康講座、男性料理教室の

実施 

H21 H22 H23 H24 

150 回 152 回 204 回 208 回 
 

妊婦教室、離乳食教室の 

実施 

 パパママ広場、離乳食教室の実施 

H21 H22 H23 H24 

16 回 16 回 16 回 16 回 
 

乳幼児健診等での栄養指導 

 乳幼児健診や育児相談等で栄養指導を実施 

H21 H22 H23 H24 

87 回 87 回 88 回 90 回 
 

 

（２）食育体験と地産地消の実践 

市内小・中学校や保育所、地域の団体などとの連携により、農業体験事業や子どもと高齢

者が交流する交流活動、料理教室などさまざまな食に関する体験活動を実施しました。 

また、学校給食を通じた食育に取り組むとともに、給食における地場産物の利用を推進し

ました。 

さらに、地産地消推進店舗の登録制度を開始し、市民への普及に取り組んできました。 

 

項目 内容 

食農教育の推進 

 

農業体験事業 
 市内小・中学校において食農教育モデル事業を実施 

 保育所・小学校における菜園活動を実施 

生産者との世代間交流 

 地域の老人会や高齢者の協力により野菜の栽培・収穫 

 自園で収穫したもち米で、地域住民や家族と餅つきを行うな

ど、行事食とあわせた食育活動を実施 

学校給食における食育の推進 

 
給食だよりの発行 

 毎月 19 日を目安に、食育の日献立を実施 

 給食だよりの発行 

地場産物の利用  野菜集荷をするなど、地場産物の利用を推進 

子育てサークルの支援 

 

地元食材を使った親子料

理教室 

 親子料理教室やサークル活動を支援 

 夏休み期間中に、子ども料理教室を開催 

 乳幼児の保護者を対象とした料理教室を開催 

地元食材を使った世代間

交流事業 

 食生活改善推進員と連携し、地域の子どもや高齢者の料理

教室を実施 

伝統料理講習会  伝統食・漬物を中心とした講習会を実施 
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（３）人材・団体育成と関係店舗の普及 

食生活改善推進員への加入を促すための研修会を実施しました。地域により、メンバーが

増加しています。 

また、健康生活応援店、地産地消推進店の登録を働きかけるとともに、市民への普及に取

り組んできました。 

 
項目 内容 

食生活改善推進員養成講座

の実施 

 新規加入を促すために研修会へ参加してもらい、食育への理

解を促進 

健康生活応援店の普及  登録店舗を地域などでＰＲ 

地産地消推進店の普及  25 店舗が登録（平成 25 年３月時点） 
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４ 目標数値の達成状況 

指標 
H20 

現状値 
H25 

目標値 
H25 

実績値 
達成状況 広島県 

1 
規則正しい食生活に努めている

人 
71.9％ 85％以上 66.2％ 5.7 ﾎﾟｲﾝﾄ↓ ▲ － 

2 
１週間に４日以上、家族そろって

夕食を食べている人 
70.2％ 80％以上 71.5％ 1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ↑ △ 

44.8％ 

※１ 

3 
食事に関するマナーに気をつけ

ている人 
49.0％ 60％以上 49.8％ 0.8 ﾎﾟｲﾝﾄ↑ △ － 

4 食育に関心がある人 69.3％ 100％ 67.5％ 1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ↓ ▲ 
66.3％ 

※２ 

5 
食事バランスガイドを知っている

人 
44.0％ 85％以上 33.5％ 10.5 ﾎﾟｲﾝﾄ↓ ▲ － 

6 
メタボリックシンドロームを認知し

ている人 
74.3％ 100％ 79.2％ 4.9 ﾎﾟｲﾝﾄ↑ △ 

62.4％ 

※２ 

7 
朝食を毎日 

食べない人 

20 歳代 26.9％ 10％以下 43.1％ 16.2 ﾎﾟｲﾝﾄ↓ ▲ 
男 39.1％ 

女 27.6％ 

30 歳代 20.3％ 10％以下 24.5％ 4.2 ﾎﾟｲﾝﾄ↓ ▲ 
男 28.1％ 

※２ 

8 
食品の購入の際、表示に気をつ

けている人 
84.2％ 95％以上 92.3％ 8.1 ﾎﾟｲﾝﾄ↑ △ － 

9 地産地消を実践している人 39.7％ 60％以上 43.4％ 3.7 ﾎﾟｲﾝﾄ↑ △ － 

10 
伝統料理や郷土料理について

関心がある人 
62.1％ 80％以上 61.0％ 1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ↓ ▲ － 

11 食生活改善推進員等の増員 99 人 200 人以上 110 人 11 人↑ △ － 

12 健康生活応援店の普及 15 店 20 店以上 26 店 11 店↑ ◎ － 

13 地産地消推進店の普及 0 店 20 店以上 25 店 25 店↑ ◎ － 

 達成状況：△＝プラスであるが未達成 ▲＝マイナスであり未達成  ◎＝目標値を上回る達成 

 

※１ 資料：平成 21 年度全国家庭児童調査 

※２ 資料：平成 23 年度県民健康意識調査 
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５ 現状からみた課題 

（１）食育の理解促進と望ましい食習慣の習得 

① 啓発活動の充実 

  食育の周知と望ましい食習慣の啓発 

本市では、子ども絵画展などによる啓発活動の推進や出前トーク、講演会の開催、

学校・保育所と連携した啓発などを実施し、市民への食育の周知、望ましい食習慣の

啓発を行ってきましたが、アンケートによる食育に関する言葉等の周知はやや伸びた

ものの、すべての世代に十分周知されている状況ではなく、特に、今後親となる若い

世代に周知が必要です。 

  若い世代への啓発 

食育を知っている人ほど関心度は高く、関心度が高い人ほど実践している割合が高

くなっていることからも、まずは、若い年齢層を中心とした「知らない層」の食育の

理解を深め、関心を高めるための啓発活動が必要です。 

  働く世代やその家族への啓発 

国勢調査によると、庄原市の女性の労働力率は、全国や県と比較していずれの年齢

でも高い割合となっており働く女性が多い状況です。アンケート結果においても、食

育を実践している割合は「会社員、団体職員、公務員」で、「自営業」、「農林漁業」、

「家事専業」、「無職」よりも低くなっており、若い世代では、忙しくて家族と一緒に

食事を食べることができないという割合が高いことからも、食に関わるための時間が

十分に持てないことが考えられます。 

働く世代やその家族の支援を促すための啓発を推進するとともに、ワーク・ライフ・

バランスについての職場への働きかけなど、実践ができる環境づくりが必要です。 

  共食の重要性の啓発 

共食の重要性や、よく噛んで味わって食べること、楽しく食べることが心身の健康

や充実した生活につながることを周知することが重要です。 

 

  生活習慣病の予防に対する食生活の重要性の啓発 

メタボリックシンドロームを知っている人の割合は高くなっていますが、望ましい

食生活を実践できている人の割合は高いとはいえず、特に若い世代や男性で実践でき

ていない結果となっています。生活習慣病に関する正しい知識とともに生活習慣病の

予防や重症化予防に対する食生活の重要性について普及啓発を行うことが必要です。 

 

② 活動機会と情報提供の充実 

食育に関する参加したい活動がある人の割合が、実際に活動している人の割合より

高いことから、意欲がある人を活動につなぐことができるよう、活動機会の提供の充

実とともに、食育に関する市の事業や地域の団体の取組など、様々な情報が市民に周

知されるよう、情報提供の充実を図ることが必要です。 
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（２）食育体験と地産地消の実践 

① 食の安全性に関する学習機会や情報提供の充実 

食の安全・安心に関する不安や関心は非常に高くなっていることから、健全な食生

活を実践するためにも、食の安全性に関する情報を受け止め、適正に食品を選択する

力を身につけることができるよう、学習機会や情報提供の充実を図る必要があります。 

 

② 地産地消を実践できる環境づくりの推進 

地産地消を推進するためには、市民が地元でとれた農畜林水産物のおいしさや新鮮

さなどを知ることが重要です。庄原市産の農畜林水産物の情報提供の充実を図るとと

もに、市民が地産地消を実践できる環境づくりを進めることが必要です。 

 

③ 地域の食文化の継承活動の推進 

地域の食文化への関心を高めるために、性別や年齢にかかわらず、地域の食や特色

ある食文化を知ることができるよう、地域の団体や行事と連携し、参加しやすい場や

機会を通して継承活動を行うことが必要です。 

 

（３）人材・団体育成と関係店舗の普及 

① 関係機関の連携強化と情報の共有化 

広く市民が食育についての理解を深め、実践するためには、地域の人から人へ広げ、

共に実践する環境づくりが重要です。そのためには、地域の活動を支援する体制づく

りが欠かせません。地域の食にかかわる団体や関係機関、市が協働により食育を推進

するために、関係機関の連携の強化や、情報の共有化を図ることが必要です。 

② 人材の育成と団体の支援の充実 

地域の様々な団体が、食にかかわる活動を行っていますが、人材不足やメンバーの

高齢化の課題があがっています。 

地域の活動へつながる人材を育成するとともに、地域で食にかかわる活動を行いた

いと考えている市民や団体を支援する体制が必要です。 

③ 地産地消推進店舗の普及 

地産地消や地産地消推進店に関する周知度や、地元産の農畜林水産物を使用するな

ど実践する人も高くなっています。今後も、これまで重点的に取り組んできた地産地

消推進店を通して市民の関心をさらに高めるため、登録店舗を増やす働きかけや店舗

情報の提供の充実を図ることが必要です。 
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第３章 将来像と基本目標 ～食の未来を描く～ 
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第３章 将来像と基本目標～食の未来を描く～ 

 

１ 将来像 

本市では、第１次計画において、食からひろがる「まちの姿」として食育における将来像を

設定し、庄原市がめざす「“げんき”と“やすらぎ”のさとやま文化都市～人と地域が輝く、美

しい日本のふるさと～」の実現に向けて取り組んできました。 

この将来像は、市民一人ひとりが食の大切さを見直し、心身の健康を増進し、豊かな人間性

を育むために重要であることから、第２次計画においても第１次計画の目指すべき将来像を踏

襲することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本目標 

食育推進の将来像を受けて、庄原市が食育を推進していくため、基本的な目標を次のとおり

定めます。 

基本目標１ 食育の理解の促進      

「食」への関心を高め健全な食生活を実践できるよう、食育への理解を深めます。 

 
基本目標２ 望ましい食習慣の習得     

望ましい食習慣や、生活習慣病の予防と改善策の習得を目指します。 

 
基本目標３ 食育体験と地産地消の実践   

食育体験により食への理解を深めるとともに、地産地消を推進します。 

 

基本目標４ 食育による地域の活性化    

地域の食文化の継承や、食育を地域に広める活動の仕組みづくりを進めます。 

食育を通じて 

将来像１   「こころ」 も 「からだ」も元気な市民 

食育を通じて心身の健康増進に努めるとともに、食に対する理解や感謝の心を養い、「元

気な市民」、「元気なまち」を創ります。 

将来像２  緑豊かな自然を活かした地産地消のまち 

地産地消の運動や健全な食生活を推進するとともに、伝統的な食文化を大切にします。 

農畜林水産業の元気を再生し、食材の供給地域として、食の安全や美しい田園里山文化

を未来に伝えます。 
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３ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育を通じて 

将来像１  「こころ」も「からだ」も元気な市民 

将来像２  緑豊かな自然を活かした地産地消のまち 

将来像 

基本目標 

１．食育の理解の促進 

２．望ましい食習慣の習得 

３．食育体験と地産地消の実践 

４．食育による地域の活性化 

理解と関心を深めて 

食育推進 

 

基本施策１  食育に関する普及啓発 

 若い世代への啓発 

 共食の推進 

 食の安全に関する啓発と情報の提供 

生活習慣病予防における 

食育推進 

基本施策２ 
 朝食摂取率の向上 

 生活習慣病予防のための望ましい食習慣の定着 

 減塩推奨店の普及 

地産地消で食育推進 

基本施策３  食農教育の推進 

 学校給食における地産地消の推進 

 地産地消推進店の普及 

ふるさとの食文化で 

食育推進 

基本施策４ 
 地域の食文化の継承 

 食育を推進する人材・団体の育成 

 食に関する地域団体の連携の強化 

施策の方向性 
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第４章 計画の取組 ～食のあすを開く～ 
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第４章 計画の取組 ～食のあすを開く～ 

 

 理解と関心を深めて食育推進 

 

すべての市民が、「食」への関心をもち、健全な食生活を実践できるよう、「食」の大切さや

「食」に関する正確な知識、心身の健康やこころの豊かさにつながる食べ方など、様々な場や

機会を通じて、食育への理解を深めるための啓発を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■ 施策の方向性 ■■ 

（１）食育に関する普及啓発 

食育を知っているほど関心度や実践度は高くなっていることから、すべてのライフステー

ジを通じて、関係者・団体と連携を図り、食育への理解を深めるための啓発を推進します。 

 

計画の周知 
地域の事業や関係機関で計画書概要版を配布するなど、本計

画の周知を図ります。 

「食育の日」の定着 

食の楽しさを実感することや食への感謝の気持ちがこころ

の豊かさにつながります。 

毎月 19 日の「食育の日」を、「ありがとう」や「おいしかっ

た」など、感謝の言葉を伝える日、家族そろって食事をする日

とし、定着を図ります。 

子ども絵画展の実施 
子どもを対象として食育に関する絵画を募集し、入賞者の表

彰、絵画の展示を行います。 

 

 
◇ 食育について市民の周知をさらに進める必要があります。 

◇ 若い世代で、朝食の欠食や栄養バランスに気をつけていないなど、食習慣の乱れが表

れています。 

◇ 男性 30 歳代、40歳代で朝食や夕食を家族と一緒に食べている頻度が少なくなっていま

す。 

◇ 市民の食品の安全性への関心をさらに高める必要があります。 

主な課題 

基本施策１ 

～しっかり知って、おいしく食べよう～ 
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第４章 計画の取組 ～食のあすを開く～ 

出前トークでの啓発 
地域での出前トークにおいて、食育に関する啓発を行いま

す。 

講演会の実施 
すべての市民を対象として、食育をテーマとした「食育講演

会」を実施します。 

 

 

（２）若い世代への啓発 

若い世代で、食育に関心がある人の割合や食育を実践している人の割合が他の世代よりも

低いため、若い世代への普及啓発を進めます。 

また、若い世代は、子どもを育てる世代でもあることから、子どもの食生活にも大きく影

響します。そのため、地域の関係機関や団体と連携し、若い世代の意識を高めるための効果

的な啓発を行います。 

 

高校生・大学生への普及

啓発 

高校や大学と連携を図り、高校生、大学生を対象とした料理

教室の開催や地域の食育を推進する団体との協働によるレシ

ピの作成など、食育の取組を進めます。 

子育て世代への普及啓発 
母親学級や子育て支援センターにおいて、「食」の大切さや

子どもの望ましい食習慣についての学習機会を提供します。 

 

 

（３）共食の推進 

日常生活の基盤である家庭において、子どもへの食育の取組を推進していくため、家族が

食卓を囲んでいっしょに食事をとりながらコミュニケーションを図る共食を推進します。 

 

保育所、幼稚園、学校と

連携した共食の推進 

保育所、幼稚園、学校と連携し、子どもや保護者に対して共

食の推進について普及啓発を行います。 

事業所と連携した共食の

推進 

事業所に対して、従業員の共食の推進について普及啓発を行

います。 
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（４）食の安全に関する啓発と情報の提供 

食の安全に対する市民の関心が高いことから、市民が食の安全に関する情報を受け止め、

適正に食品を選択する力を身につけることができるよう、学習機会や情報提供の充実を図り

ます。 

 

食の安全に関する情報の

収集と提供の充実 

関係課や関係機関と連携を図り、食の安全に関する情報を収

集し、迅速に市民へ提供します。 

食の安全に関する学習機

会の提供 

食の安全に関する講座の実施や地域の事業や子育て世代を

対象とした事業で食の安全をテーマとした学習機会を提供し

ます。 
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第４章 計画の取組 ～食のあすを開く～ 

生活習慣病予防における食育推進  

 

本市においては、生活習慣病による死亡が死因別死亡割合の上位を占めており、国民健康保

険医療費における生活習慣病の割合も上位を占めています。 

また、アンケート調査結果では、朝食の欠食や栄養バランスの偏り、塩分や油のとり過ぎに

注意しないなど男性や若い世代の食習慣の乱れが表れており、市民からは、朝食の内容や孤食

など子どもの食習慣を心配する声もあがっています。 

すべての市民が、望ましい食習慣を身につけ、実践できるよう、食生活の重要性についての

普及啓発を図るとともに、市民の取組を支援する環境づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■ 施策の方向性 ■■ 

（１）朝食摂取率の向上 

若い世代や男性で朝食を欠食する割合が高く、また、朝食をとっていてもその内容に偏り

のある割合が高くなっています。さまざまな機会を通じて朝食や規則正しい食習慣の重要性

の普及啓発を図ります。 
 

朝食の重要性の普及啓発 

保育所、幼稚園、学校と連携を図り、子どもや保護者へ朝食

の重要性の普及啓発を行います。 

高校、大学、事業所等と連携を図り、若い世代や働く世代へ、

朝食の重要性の普及啓発を行います。 

朝食レシピの情報提供 
短時間で作れる栄養バランスのとれた朝食のレシピを紹介

し、朝食摂取率の向上を図ります。 

基本施策２ 

 
◇「がん」、「心疾患」、「脳血管疾患」の死亡割合が５割を占めています。 

◇ 国民健康保険医療費において、「循環器系疾患」、「新生物」の占める割合が広島県、全

国よりも高くなっています。 

◇ 若い世代で、朝食を毎日食べる割合が低くなっています。 

◇ 栄養バランスに気をつけている市民の割合が低くなっています。 

◇ 塩分の多い料理を控えている市民の割合が若い世代と男性で低くなっています。 

◇ 男性の働く世代で、規則正しい食生活の実践などの多くの項目について実践している

割合が低くなっています。 

主な課題 

～元気をつくる 食習慣を実践しよう～ 
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（２）生活習慣病予防のための望ましい食習慣の定着 

生活習慣病の予防や改善に対する食生活の重要性について普及啓発を行うとともに、すべ

てのライフステージにおいて、望ましい食習慣を身につけ、実践できるよう、学習機会の提

供や地域が一体となって取り組むための機会づくりを推進します。 

また、望ましい食習慣を実践している割合が男性の働く世代で低くなっていることから、

働く世代の食習慣の改善を図るための取組を推進します。 

 

“庄原 塩 少々”プロ

ジェクトの推進 

出前トークや健康教室等での減塩指導や減塩推奨店の普及、

減塩レシピの紹介など、高血圧対策を重点的に推進します。 

糖尿病対策プロジェクト

の推進 

糖尿病の発症・重症化を予防するためには食事内容の管理が

重要であるため、栄養バランスのよい食事の摂取の啓発など、

食育による糖尿病対策を推進します。 

子どものころからの食育

の推進 

早寝早起きの実践など基本的な生活習慣を形成し、栄養バラ

ンスのとれた朝食を食べること、料理をつくることを通して

「食」への関心を高めることなど、学校や家庭、地域、関係団

体等と連携を図り、子どもの食育を推進します。 

バランスのよい食事の重

要性の普及啓発 

地域の事業や介護予防事業において、高齢者等へバランスの

よい食事の重要性の普及啓発を行います。 

学習機会の提供 
自治振興区等地域の料理教室や健康講座、男性料理教室など

を実施し、学習機会の充実を図ります。 

働く世代の食習慣の改善 

働く世代やその家族を対象とした講座の開催や、職場への働

きかけなど、働く世代が望ましい食習慣を実践するための環境

づくりを推進します。 

 

（３）減塩推奨店の普及 

家庭・地域で減塩に取り組む環境づくりを進めるため、市内で減塩に取り組む飲食店や食

品加工事業所の「減塩推奨店」登録制度を新たに設置し、普及啓発を行います。 

 

減塩推奨店登録制度の創

設 

減塩推奨店の登録基準を新たに設け、登録制度を実施しま

す。 

減塩推奨店の普及啓発 
地域の事業や子育て世代を対象とした事業で、減塩推奨店の

普及啓発を進めます。 
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第４章 計画の取組 ～食のあすを開く～ 

地産地消で食育推進 

 

本市は、豊かな自然を背景として、新鮮でおいしく、安全な農畜林水産物が豊富であり、市

民の地産地消への意識も高まってきています。 

その、庄原市産のおいしい「食」を体験することは、市民が「食」への理解を深め、食育を

実践することにつながる重要な手段です。 

市民が地元でとれた農畜林水産物のおいしさや新鮮さなどを知ることができるよう、農林漁

業者や関係機関、地域の活動団体と連携を図り、体験活動や情報提供の充実、地産地消推進店

の普及啓発を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■ 施策の方向性 ■■ 

（１）食農教育の推進 

市民が地元でとれた農畜林水産物のおいしさや新鮮さなどを知ることができるよう、農林

漁業者や関係機関、地域の活動団体と連携を図り、体験活動や情報提供の充実を図ります。 

 

食農教育モデル事業の推

進 

子どもや保護者、学校の教職員などの地域の農業、食の安全

等への関心・理解を深めるため、市内の小・中学校において、

学校、地域、農林漁業者、関係機関の連携により、「食及び農

業」の大切さを学習する「食農教育モデル事業」を実施します。 

地域における生産者と市

民の交流の促進 

地域の農畜林漁業者や団体の協力により、市民の農畜林漁業

体験の機会の充実を図ります。 

また、地域で収穫したもち米で餅つきを行うなど、行事食と

合わせた食育活動を推進します。 

 

 

 
◇ 庄原市産の農畜林水産物をあまり使用していない理由として、「いつも買物をする店で

販売していない」などの回答があがっているため、手に入れやすい環境づくりを進める必

要があります。 

◇ 地産地消推進店を知らない市民が 40％を超えており、周知は十分でありません。 

主な課題 

基本施策３ 

～庄原の“おいしい”を食べよう～ 
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（２）学校給食における地産地消の推進 

子どもが地元でとれた農畜林水産物のおいしさや新鮮さなどを知り、食育への理解を深め

ることができるよう、学校給食における地産地消を推進します。 

 

地元の農畜林水産物の利

用の促進 

関係機関と連携を図り、給食において地元の農畜林水産物の

利用を進めます。 

給食だよりの発行 給食で使用される地元食材を給食だよりで紹介します。 

 

 

（３）地産地消推進店の普及 

これまで普及啓発を進めてきた地産地消推進店を通し、市民の地産地消への関心をさらに

高めるとともに、登録店舗を増やすための働きかけや店舗情報の発信をさらに充実させるな

ど地産地消を実践できる環境づくりを推進します。 

 

地産地消推進店の普及啓

発 

地域の事業や子育て世代を対象とした事業、さまざまな行事

で地産地消推進店のＰＲを行うとともに、ホームページでマッ

プを掲載するなど、市民への普及啓発を推進します。 

地産地消推進店登録の促

進 

市内で生産された食材やその食材を使用した料理や加工品

を販売、活用する地産地消推進店への登録を、市内店舗へ働き

かけます。 

 

 



 

47 

第４章 計画の取組 ～食のあすを開く～ 

ふるさとの食文化で食育推進 

 

地域の食文化は、地元の旬でおいしい食材を用いるとともに、地域の生活や季節の行事と深

く結びついたもの、大切にすべきものであり、その地域の食文化を通じて地域の人と人がつな

がり、食育を実践することは、地域の活性化にもつながります。 

庄原の「食」や「食文化」を通じて、市民がつながり、食育を実践できるよう、地域の食文

化の継承活動を進めるとともに、食育を推進する人材の育成、「食」にかかわる団体のネットワ

ークづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■ 施策の方向性 ■■ 

（１）地域の食文化の継承 

性別や年齢にかかわらず、地域の「食」や特色ある食文化を知ることができるよう、地域

の活動団体等と連携を図り、参加しやすい場を通して広く市民に継承する活動を推進します。 

 

地元食材を使った世代間

交流の推進 

食生活改善推進員などと連携し、地域の子どもや高齢者が地

元の旬の食材を使った料理や行事食などをつくり、交流する機

会の充実を図ります。 

伝統料理講習会の実施 

地域の団体と連携し、伝統料理を中心とした講習会を実施す

るとともに、さまざまな行事や事業を通じて、郷土料理や行事

食を継承します。 

 

 
◇ 伝統料理や郷土料理、行事食など地域の食文化は、市民のライフスタイルや価値観が

多様化する中で失われつつあります。 

◇ 伝統料理や郷土料理を習う機会への参加意向がある市民は多くいるため、参加しやす

い機会の提供が必要です。 

◇ 地域の「食」にかかわる活動を行っている団体が活動を継続する上で、人材不足やメ

ンバーの高齢化の問題があがっています。 

主な課題 

基本施策４ 

～ふるさとの食を通じて、地域が元気～ 
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（２）食育を推進する人材・団体の育成 

子どもから高齢者まで、また、どの地域においても、すべての市民が食育について理解を

深め、実践するためには、限られた場や機会、媒体での啓発活動や情報提供だけでは十分で

はありません。 

食育を地域の人から人へ広げ、いっしょに実践する環境づくりを進めるため、地域の食育

活動を担う人材の育成を行います。 

 

食育を推進する人材・団

体の育成 

食生活改善推進員など地域で食育を推進する活動を行う団

体の活動を支援します。 

また、食育に関する学習会等への市民の参加促進を図り、新

たに活動に参画する人材の育成に努めます。 

 

 

（３）食に関する地域団体の連携の強化 

地域の「食」にかかわる活動団体や関係機関、市が協働により食育を推進することができ

るよう、情報共有を行うとともに、相互に活動を支え合い、食育により地域の元気を支えま

す。 

 

食育にかかわる団体の交

流機会の充実 

市内の各地域で活動する団体の連携を図るため、情報交換を

行い、今後の連携につなげるための機会を設けます。 

地域の活動の情報収集と

提供 

市内の各地域で活動する団体の情報を収集し、団体や市民へ

提供します。 
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第４章 計画の取組 ～食のあすを開く～ 

■■ 目標指標一覧 ■■ 

 

 項 目 出 典 現状値 目標値 

基
本
施
策
１ 

食育の言葉も意味も知っている人の割合 
市民アンケート

調査（H25） 
50.1％ 80％以上 

「食育の日」（毎月 19 日）を知っている人の割合 
健康づくり計画 

（H24） 
11.1％ 

30％以上 

（H28） 

食育に関心がある人の割合 

15 歳以上 

市民アンケート

調査（H25） 

67.5％ 75％以上 

（再掲 15～29 歳） 55.7％ 65％以上 

食育を実践している人の割合 

15 歳以上 40.6％ 60％以上 

（再掲 15～29 歳） 20.4％ 50％以上 

朝食又は夕食を家族と一緒に食べる共食の回数 
週平均 

11 回 
12 回以上 

食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている人

の割合 
58.4％ 70％以上 

小学生の子ども絵画展の出展数 
健康づくり計画 

（H24） 
215 件 230 件 

基
本
施
策
２ 

栄養のバランスに気をつけている人の割合 

市民アンケート

調査（H25） 

42.4％ 60％以上 

朝食を欠食する人の割合 
20 歳代 43.1％ 15％以下 

30 歳代 24.5％ 15％以下 

塩分の多い料理を控えている人の割合 45.8％ 60％以上 

減塩推奨店の登録店舗数  － 5 店舗以上 

基
本
施
策
３ 

市内小中学校の「食農教育モデル事業」取組数 
農業振興計画 

（H24） 
13 校 20 校（H27） 

市内小中学校の学校給食における庄

原産野菜食品数使用割合 
小・中学校 

農業振興計画 

（H24） 
20.7％ 25％（H27） 

地産地消の言葉も意味も知っており、実践している人

の割合 市民アンケート

調査（H25） 

43.4％ 60％以上 

地産地消推進店を知っている人の割合 48.2％ 70％以上 

地産地消推進店の登録店舗数 
健康づくり計画 

（H24） 
25 店舗 

70 店舗 

（H28） 

基
本
施
策
４ 

伝統料理や郷土料理について関心がある人の割合 
市民アンケート

調査（H25） 

61.0％ 70％以上 

食育に関する活動に参加したことがある人の割合 29.8％ 50％以上 
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第５章 ライフステージ別の取組 ～いつでも・どこでも食育推進～ 

ライフステージ別に、「個人・家庭」、「地域・企業」、「行政」、それぞれの分野での取組を

まとめました。 

 

理解と関心を深めて食育推進 

 

 

 
乳幼児期 

（0 歳～6 歳） 
学童・思春期 
（7 歳～19 歳） 

青年・壮年期 
（20 歳～64 歳） 

高齢期 
（65 歳以上） 

個人・ 
家庭 

○家族と「食」について話をする 
○感謝の気持ちを込めて、「いただきます」「ごちそうさま」を言う 
○よく噛んで味わって食べる 
○買い物や調理、後片付け等、食事に関わることを家族みんなで取り組む 
○食事に関するコンテストや簡単クッキング教室に積極的に参加する 
○家族そろって食事をとるようこころがける 
○家族で話し合い、共食の日を決める 
○共食の日はアウトメディア（テレビ・スマホ・パソコンなどを見ない）を実施し、会話

を楽しみながら食事する 
○食中毒に注意して調理する（手洗いの徹底、食品の取り扱いなど） 

 ○ラベル（食品表示・栄養成分表示）を見るようにする 

○食についての正しい知識を身につける 
○買い物や調理、後片付けの手伝いをする 
○手洗いやあいさつの習慣を身につける 
○共食を通じて食事に関わる基本的なマナ

ーを身につける 

○食育について学ぶ 
○食事に関わる基本的なマナーを守る 
○男性が家事（料理）に参画する 
○子どもに食の大切さを語る 
○手作りの食事を意識して取り入れる 
○食の安全について学ぶ 

○職場の人と昼食を
一緒にとる 

○地域の人と一緒に
食事をとる 

地域・ 
企業 

○商工会議所・商工会を通じて、毎月 19 日の食育の日や共食を周知する 
○市の作成した「食育の日のステッカー」等を店舗、地域や職場の掲示板に置き、周知す

る 
○食生活改善推進員が様々なイベントに参加する 
○子ども絵画展の協賛団体になる 
○商工会議所・商工会と連携し、地域の店舗が食育を推進する 
○共食をキーワードに店舗のＰＲをする 
○食の安全に関する情報を提供する 

○食育関係のイベントに子どもも参加でき
る内容を入れる 

○地域で子ども料理教室を実施する 
○地域で男性料理教室を実施する 
○従業員が家族と一緒に食事をとることが

できるよう、職場において「ワーク・ライ
フ・バランス」を推進する 

○従業員が一緒に食事できるスペース（食堂
など）を設ける 

 

○食生活改善推進員
等が、高校生の卒業
時に、「一人でクッ
キング」のレシピ本
を贈る 

 
○若い世代の簡単クッキング教室を開催す

る 
○食生活改善推進員のレシピを配布する 

○地域に食品販売車
で出向き、買い物が
困難な高齢者が食
料を自分で選び確
保できるよう支援
する 

 
 

基本施策１ 
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第５章 ライフステージ別の取組 ～いつでも・どこでも食育推進～ 

 
 

乳幼児期 
（0 歳～6 歳） 

学童・思春期 
（7 歳～19 歳） 

青年・壮年期 
（20 歳～64 歳） 

高齢期 
（65 歳以上） 

行政 

○食育関係課（保健医療課、教育委員会、女性児童課、高齢者福祉課、農業振興課、商工
観光課、自治振興課等）との連携、情報交換を推進する 

○庄原市食育推進計画（第２次）を市ホームページ、広報しょうばら等への掲載、健康教
室、出前トーク等での概要版配布で周知する 

○メディアを活用し、食育についてＰＲする 
○食育の日を、「ありがとう」や「おいしかった」等、感謝の言葉を伝える日と、家族そろ

って食事をする日とする 
○毎月 19 日に市役所前の電光掲示版、防災無線、オフトーク、市ホームページ、メール等

を利用して、食育の日をＰＲする 
○「食育の日のステッカー」等を作成し、地産地消推進店や地域に配り、周知する 
○全市民を対象とした食育講演会を開催する 
○健康教室レシピやおすすめレシピを市ホームページに掲載する 
○スーパー、ショッピングセンター、ＪＡ、ＪＡ女性部、女性会等と協働で啓発活動を行

う 
○食生活改善推進員が様々なイベントに参加するのを支援する 
○地域の特産をテーマにした食事のコンテストを開催する 
○料理教室、健康教室、出前トーク、広報しょうばら等で、食育を周知する 
○保健事業で参加者が一緒に食事をする機会を設け、共食の大切さを伝える 
○子育て支援センター、育児サークルなどでクッキング教室を開催する 
○企業に対して、従業員の家族との共食の啓発活動を行う 
○食の安全に関する情報を提供する 
○エコクッキング講習会を開催する 

○地域の生産者・給食調理関係者と子どもの
交流を図り、感謝の心を育む 

○保育所、学校などで食事に関わる基本的な
マナーを子どもに身につけさせる 

○子ども絵画展を実施する 
○「５つの力」のキャラクターにキャッチコ

ピーや名前をつけ、意味も含めＰＲする 
○「５つの力」の絵本や紙芝居を作成する 
○食の安全について保育所や学校で学習会

を開催する 

○男性の料理教室を全地域で行う 
○出前トークのメニューを見直し、新メニュ

ーを増やす 
○広報しょうばらに食育コーナーを設ける 
○健康福祉まつりに食育関係団体が協働で

食育コーナーを設ける 
○食の安全について市民対象に学習会を開

催する 

 ○惣菜、残り物の活用など簡単クッキングのレシピを紹介する 

○若い世代の簡単クッキング教室を開催す
る 

○高校、大学の学園祭などのイベントで、学
生と協働で食育ブースを設ける（食事・お
菓子の販売など） 

○大学生と協働で一人暮らし向けのレシピ
を作り、高校生、大学生に配布する 

 

○母子健康手帳交付
時、パパママ広場、
離乳食教室等で、食
育指導を行う 

○保育所等が食育の
大切さを伝える 

○パパママ広場、離乳
食教室等で、食の安
全について情報を
提供する 

○給食だよりを発行
し、食育を周知する 

○親子料理教室で食
育指導を行う 

○子どもが自ら作る
「お弁当の日」を実
施する 

○食生活改善推進員
等が、高校生に、「一
人でクッキング」の
レシピ本を贈る支
援をする 

○学校が食育の大切
さを伝える 

○栄養教諭・養護教諭
等との連携を図り、
食育を推進する 

○成人式で食育の啓
発資料を配る 

○調理の苦手な保護
者向けの、基礎か
ら学べる料理教室
を開催する 

○介護予防事業に栄
養プログラムを入
れる 

○介護食の料理教室
を開催する 

 

５つの力 

１ 食べものを選ぶ力 
２ 食べものの味がわかる力 
３ 料理ができる力 
４ 食べもののいのちを感じる力 
５ 元気なからだがわかる力 
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生活習慣病予防における食育推進 

 

 
乳幼児期 

（0 歳～6 歳） 
学童・思春期 
（7 歳～19 歳） 

青年・壮年期 
（20 歳～64 歳） 

高齢期 
（65 歳以上） 

個人・ 
家庭 

○１日３食栄養バランスを考えた食事をとるよう心がける 
○規則正しい生活を送る 
○運動する習慣を身につける 
○毎食、野菜をとる 
○減塩に心がける 
○減塩食のおいしい食べ方を工夫する 
○一家に一台、塩分計を持ち活用する 
○買い物の時に減塩の商品を購入する 
○よく噛んで食べる 
○歯磨きをして、むし歯を予防する 
○定期的に歯科健診を受け、歯のセルフケアを行う 

 ○ラベル（食品表示・栄養成分表示）を見るようにする 

○外遊びをする 
○好き嫌いなく食べる 
○おやつの時間・量を決める 
○子どものときから調理を手伝う 

○健診を受け、生活習慣や食生活を見直す 
○健診の事後指導（保健指導等）を受ける 
○生活習慣病予防教室に参加する 
○自分の適性体重を知り、体重コントロー
ルのために食事の量を調整する 

○食塩相当量の計算方法を覚えて計算する
習慣を身につける 

 
○朝食を食べる時間をつくる 
○自分で朝食をつくる 
○硬いものを食べてあごを鍛える 

 

○発達段階に合わせ
た離乳食を与える 

○離乳食からうす味
にする 

○噛む習慣を身につ
ける 

○しっかり体を使っ
た遊びをする 

○自立に向け、栄養バ
ランスのとれた食
を選ぶ力や作る力
を身につける 

○食べ物と健康の関
係や、一日に必要な
食事の量と質を理
解する 

 

○低栄養に気をつけ
る 

地域・ 
企業 

○飲食店で献立の塩分量を掲示する 
○減塩メニューや商品を販売し、ＰＲする 
○医療機関、商工会議所、商工会に市が作成した高血圧・糖尿病予防ポスターを掲示し、

パンフレットを置く 
○病院の診察室等に減塩推奨店のチラシを置き、患者に勧めてもらう 
○店に庄原市の減塩レシピを置く 
○減塩推奨店登録事業に参加する 

 

○若い世代の簡単朝食コンテストを開催し、
レシピを配布する 

○企業において朝食摂取が仕事の能率アッ
プにつながることを従業員に周知する 

○出張コックさんによる調理実習を行う 
○職場で仕事が終わった後、簡単レシピの調

理実習をする 

 

○子ども料理教室を実施する 

○従業員が規則正しい生活を送ることがで
きるよう「ワーク・ライフ・バランス」を
推進する 

○特定健康診査を実施し、従業員の生活習慣
病予防対策を行う 

○健診の事後指導（保健指導等）を実施する 
○職場で生活習慣病予防学習会を開催する 
○地域の事業で、生活習慣病予防に関する学

習会を実施する 

基本施策２ 
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乳幼児期 

（0 歳～6 歳） 
学童・思春期 
（7 歳～19 歳） 

青年・壮年期 
（20 歳～64 歳） 

高齢期 
（65 歳以上） 

行政 

○朝食をとる大切さを啓発する 
○朝ごはんのチェックなどの「朝ごはん推進運動」を実施する 
○減塩指導を強化する 
○健康教室レシピやおすすめレシピを市ホームページに掲載する 
○高血圧・糖尿病予防ポスターやパンフレット、啓発ポロシャツを作成し、活用する 
○高血圧・糖尿病ワーキングを継続し、スタッフのスキルアップを目指す 
○塩分計の活用について、広報しょうばら、料理教室、健康教室、出前トーク等で紹介す

る 
○広報しょうばらへ生活習慣病対策の実施状況を掲載する 
○健康生活応援店を増やす 
○健康福祉まつりで、自分の家の味噌汁の塩分濃度を測れる機会をつくる 
○歯科の定期健診を推奨する 
○減塩推奨店登録事業を実施し、普及啓発を図る 
○減塩推奨店巡りツアーを行い、多くの市民に利用を促す 
○医師、栄養士等と連携して減塩推奨店登録事業を進める 

○保育所、幼稚園、学校等で、食事のバランス、おやつ（間食）、睡
眠、たばこ、アルコールなどの生活習慣の影響を指導する 

 
 

○若い世代の朝食の重要性の普及啓発を行
う 

○若い世代の簡単朝食のコンテストを開催
し、レシピを配布する 

○県立大学の学生に食育に関する情報を提
供する 

○「早寝早起き朝ごはん」を保育所・幼稚園・
学校で啓発する 

○保育所等や学校と連携を図り、朝食の重要
性や生活習慣病予防について啓発する 

○保育所、幼稚園、学校で規則正しい生活を
身に付けさせる 

○栄養バランスのとれた給食を提供する 
○子ども料理教室を実施する 
○毎月 19 日に給食レシピを配布する 
○給食のレシピを広報紙にも提供してもら

う 

○地域での料理教室・健康教室・出前トーク
を実施する 

○地域での健康教室で血圧を測定する 
○男性料理教室を実施する 
○国保病類統計分析を行い、食生活改善につ

なげる 
○高血圧予防教室を実施する 
○糖尿病重症化予防事業を行う 
○生活習慣病予防教室で減塩レシピの調理

実習をする 

○離乳食教室を実施
する 

○保育所から保護者
へ子どもの頃から
の生活習慣病予防
について伝える 

○小学校での生活習
慣病予防学習会を
行う 

○高校生の料理教室
を実施する 

○高校生、大学生に一
人暮らし向けのレ
シピを配布する 

○学校の社会見学や
授業で減塩推奨店
に行き、学習する 

○成人式に簡単朝食
レシピを配布する 

○若い世代が関心を
持ちやすい「美」「勉
強・仕事の能率アッ
プ」を切り口にした
簡単レシピを紹介
する 

○特定健康診査・特定
保健指導を行う 

○メタボ予防の栄養
指導を行う 

○介護予防事業に栄
養プログラムを導
入する 

○介護食の料理教室
を開催する 
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地産地消で食育推進 

 

 
乳幼児期 

（0 歳～6 歳） 
学童・思春期 
（7 歳～19 歳） 

青年・壮年期 
（20 歳～64 歳） 

高齢期 
（65 歳以上） 

個人・ 
家庭 

○食農体験事業に積極的に参加する 
○旬の地元食材を食卓に取り入れ、家庭の味を伝える 
○家庭でプチ菜園を試みる 
○営農指導員による野菜の栽培講座に積極的に参加する 
○食材を購入する際に産地を見る習慣をつけ、地元産の食材を購入する 
○地元の旬の食材を、食卓に取り入れる 
○地元食材を使って、自宅でも給食レシピを作って食べる 
○外食するなら地産地消推進店を選ぶ 
○地元でとれる農畜林水産物を知る 
○地域や各種団体が開催する地産地消イベントに参加する 

○外遊びをして自然に親しむ 
○家族の農作業を手伝う 
○食材を知り、料理をする楽しさを知る 

○保育所・幼稚園・学校等で行われる農業体
験・調理実習等に協力する 

○給食試食会に積極的に参加する 
○営農指導員による野菜栽培講座を受講し、

良質の地元野菜を生産する 

○離乳食に地元食材
を取り入れる 

○給食で使用される
地元食材を調べて
みる 

 ○家庭料理や野菜づ
くりを地域に広め
る 

地域・ 
企業 

○食農体験事業、生産者との交流事業を実施する 
○地元食材を使った親子料理教室や世代間交流事業を実施する 
○「自宅でプチ菜園」講習会を開催する 
○地産地消推進店舗登録事業に参加する 

 ○畑を持たない人に畑を貸し出す 
○地元食材を給食に提供する 

行政 

○地産地消（食育）関係課（保健医療課、教育委員会、農業振興課等）の連携を強化する 
○食農体験・世代間交流事業を実施する 
○旬の地元食材レシピを作成し、情報提供する 
○市ホームページや広報しょうばらで給食レシピを紹介する 
○学校で生産者を訪問する学習を取り入れる 
○地産地消推進店登録事業を実施し、普及啓発を図る 
○健康福祉まつりに、地産地消推進店にも参加してもらう 

○紙芝居・カルタ・クイズなどで子どもにわ
かりやすく食農教育を行う 

○保育所、学校等で食農体験・調理実習を行
う 

○給食の地場産物利用を増やす 
○給食で使用される地元食材を給食だより

で紹介する 

○営農指導員による野菜の栽培講座を開催
する 

○地産地消推進店を増やす 
○給食試食会を実施し、保護者に給食での地

産地消について知ってもらう 

○離乳食教室、乳幼児
健診、育児相談等
で、地元食材を使っ
たレシピを紹介す
る 

○食農教育モデル校
数を増やす 

○学校の社会見学や
授業で地産地消推
進店に行き、学習す
る 

 

 
 

基本施策３ 
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第５章 ライフステージ別の取組 ～いつでも・どこでも食育推進～ 

 

ふるさとの食文化で食育推進 

 

 
乳幼児期 

（0 歳～6 歳） 
学童・思春期 
（7 歳～19 歳） 

青年・壮年期 
（20 歳～64 歳） 

高齢期 
（65 歳以上） 

個人・ 
家庭 

○地域の集まりに参加し、人とふれあいながら、楽しく食事をする 
○地域や各種団体が開催する世代間交流事業などに参加する 
○地元の食材を使った料理や行事食、伝統料理、郷土料理等をつくる 
○食育に関するイベントに参加する 
○自分の持っている食に関するノウハウやアイディア（料理など）を地域の人々に伝える 

 ○家族に食材の選び方を教える（安全・季節
感・郷土料理） 

○地域の食育に関する活動に参加し、地域に
食育を広める 

地域・ 
企業 

○食を通して世代間交流をする（語り継ぐ場を大切にする） 
○伝統料理、郷土料理等づくりに、男性参加を促す 
○食育を普及する人を地域の中から見つけ、地域での食育活動を推進する 
○食育に関心がある人が活動する場を地域につくる 
○各自治振興区の活動の柱に、健康づくり（食育推進）を掲げる 

 ○食育講演会を開催し、食育への関心を高めてもらう 

○食生活改善推進員等による、親子料理教室
を開催する 

○食生活改善推進員等が地域で地元の食材
を使った料理や行事食、伝統料理、郷土料
理等の講習会を実施する 

行政 

○食育関係課（保健医療課、教育委員会、女性児童課、高齢者福祉課、農業振興課、商工
観光課、自治振興課等）との連携、情報交換を推進する 

○自治振興区・企業・ＪＡ・食生活改善推進員・食育推進計画策定委員等との連携、情報
交換を推進する 

○食生活改善推進員等と連携し、世代間交流の場を設定する 
○行事食、伝統料理、郷土料理等に関する情報を収集し、提供する 
○伝統料理講習会を開催する 
○地域で食育を推進する人材の育成や団体の支援を行う 
○食育に関わる地域団体や活動内容を把握し、市民や地域団体に情報を提供する 
○自治振興区単位で、食育推進のための学習や活動ができるよう支援する 

 
○食育講演会を開催し、食育への関心を高めてもらう 

○行事食、伝統料理、郷土料理等を給食に取
り入れ、子どもへの理解を促す 

○食生活改善推進員等のボランティアを育
成し、活動を支援する 

○保健事業で食育を推進する人材・団体を紹
介する 

 

基本施策４ 
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第６章 計画の推進 
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第６章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

食育の推進にあたっては、本計画に掲げる４つの基本目標に基づき、市民一人ひとりが食育

を実践できるよう、行政、関係団体、学校、職域、地域等が一体となって取組を進めるための

体制をつくります。 

 

食育に関わる関係機関・団体等で構成される「庄原市食育計画策定推進委員会」を、市の食

育推進の中核的組織とし、関係団体等の連携により、食育に関する施策を総合的かつ計画的に

推進します。 

また、庁内においては、食育に関する関係部局が連携を図り、食育を推進します。 

 

２ 進行管理と評価 

本計画に盛り込まれた施策を推進し、目標を達成するため、「庄原市食育計画策定推進委員会」

を評価機関と位置付け、目標の達成状況や施策の進捗状況を把握するとともに、取組の成果と

課題について検証を行い、次の事業展開に生かしていきます。 
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１ 庄原市食育計画策定推進委員会設置要綱  

平成20年７月18日告示第111号 

（設置） 

第１条 食育基本法（平成17年法律第63号）第18条第１項の規定により、庄原市食育推

進計画（以下「計画」という。）を策定し、計画の効果的な推進を図るため、庄原市食

育計画策定推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 計画の策定に関し、協議及び検討を行うこと。 

(２) 計画の推進に関し、協議及び検討を行うこと。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員18人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 保健関係者 

(３) 医療関係者 

(４) 福祉関係者 

(５) 農業関係者 

(６) 教育関係者 

(７) 公共的団体の役員又は構成員 

(８) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員が欠けたときの後任委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めたときは、任期中にお

いても委嘱を解くことができる。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により、これを定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する

委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 会議は必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 会議は、在任委員の過半数の出席をもって開くものとする。 
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３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求

めることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、保健医療課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 
 

庄原市食育計画策定推進委員会委員 

（任期 平成 24 年９月 24 日～平成 26 年９月 23 日） 

 氏 名 所 属 等 備 考 

１ 松原 知子 
元広島文教女子大学教授 

広島県栄養士会 会長 

委員長 

学識経験者 

２ 末廣眞理子 比婆庄原食品衛生協会 会員 保健関係者 

３ 木野谷幸子 庄原市食生活改善推進員連絡協議会 会長 保健関係者 

４ 八谷 和彦 庄原市歯科医師会 公衆衛生理事 医療関係者 

５ 大前 喜和 庄原市民生委員児童委員協議会 理事 福祉関係者 

６ 二上 明 保育所保護者会連絡協議会 会長 福祉関係者 

７ 中原 幹枝 庄原市老人クラブ連合会 理事 福祉関係者 

８ 前原 秀生 庄原農業協同組合 市場調査運用課長 農業関係者 

９ 森田千代美 庄原市産直市連絡協議会 地区理事 農業関係者 

10 道下 和子 庄原市農業委員会 委員 農業関係者 

11 新堂 雅彦 庄原市小中学校連合校長会 教育関係者 

12 伊藤 真由美 庄原市学校栄養士連絡協議会 会員 教育関係者 

13 堀江 茂樹 庄原市ＰＴＡ連合会 運営委員 教育関係者 

14 清本 久子 広島県北部保健所 保健課長 公共団体 

15 伊藤 友子 在宅栄養士 住民代表 

16 足田 克己 地域食育実践者 住民代表 

17 森岡 早苗 親と子の料理教室 代表者 住民代表 
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２ 庄原市民生施策推進会議設置要領 

庄原市訓令第14号 

  平成25年８月30日 

（設置） 

第１条 市が担うべき行政事務のうち、市民生活、保健医療及び福祉に関する施策の総

合的かつ効果的な推進を図るため、庄原市民生施策推進会議（以下「推進会議」とい

う。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 庄原市行政組織条例（平成17年庄原市条例第８号）第１条に規定する課のうち、

市民生活課、保健医療課、社会福祉課、高齢者福祉課及び女性児童課（以下「所管

課」という。）に属する基本計画の策定及び基本方針の樹立に関すること。 

(２) 所管課に属する基本計画及び実施計画に沿った事業の進捗確認に関すること。 

(３) 所管課に属する施策の総合的かつ計画的な推進、調整に関すること。 

（組織等） 

第３条 推進会議は、事務担当副市長が主宰する。 

２ 推進会議は、別表に掲げる職にある者を構成員として組織する。ただし、事務担当

副市長が必要と認めたときは、他の課長、室長又は主幹を構成員に加えることができ

る。 

（会議） 

第４条 会議は、必要に応じて事務担当副市長が招集する。 

２ 会議は、在任構成員の過半数の出席をもって開くものとする。 

３ 会議は、当該会議の開催を要請した所管課の長（以下「所管課長」という。）が進行

する。 

４ 事務担当副市長は、必要に応じて前条第２項に定める構成員以外の者を会議に出席

させ、意見を求めることができる。 

５ 所管課長は、事務担当副市長の承認を得て係長その他の職員を招集し、事前の調整

会議を開催することができる。 

（庶務） 

第５条 推進会議の庶務は、所管課長の属する課において処理する。 

（その他） 

第６条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成25年９月１日から施行する。 

（庄原市斎場整備事業推進本部設置要綱及び庄原市次世代育成支援推進本部設置要領

の廃止） 

２ 庄原市斎場整備事業推進本部設置要綱（平成24年庄原市訓令第７号）及び庄原市次

世代育成支援推進本部設置要領（平成21年庄原市訓令第23号）は、廃止する。 

 
 
別表（第３条関係） 
 

№ 職名 備考 
１ 事務担当副市長  

２ 企画課長  

３ 市民生活課長  

４ 保健医療課長  

５ 社会福祉課長  

６ 高齢者福祉課長  

７ 女性児童課長  

８ 西城支所市民生活室長  

９ 東城支所市民生活室長  

10 口和支所市民生活室長  

11 高野支所市民生活室長  

12 比和支所市民生活室長  

13 総領支所市民生活室長  
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３ 庄原市食育推進計画（第２次）の策定経過 

 

平成25年７月10日 庄原市食育推進本部検討会議 

平成25年７月18日 庄原市食育推進本部会議 

平成25年７月23日 庄原市食育計画策定推進委員会 

平成25年10月22日 庄原市民生施策推進会議事前調整会議 

平成25年10月29日 庄原市民生施策推進会議 

平成25年11月８日 庄原市食育計画策定推進委員会 

平成26年１月17日 庄原市食育計画策定推進委員会 

平成26年１月21日 庄原市民生施策推進会議事前調整会議 

平成26年１月27日 庄原市民生施策推進会議 

平成26年２月５日 

～２月25日 
パブリックコメント手続きによる意見聴取 

※９月１日から、庁内組織が庄原市食育推進本部会議から民生施策推進会議に変更 
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４ 用語解説 

 
用語 掲載ページ 説明 

生活習慣病 P.2 

食生活や運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣によって

引き起こされる病気の総称。がん、心臓病、脳卒中、糖尿病、

高血圧、脂質異常症、肥満などの病気があげられる。 

心疾患 P.7 
心臓の疾患の総称。全身へ血液を送るポンプという働き上、

重篤な症状を起こすものが多い。 

悪性新生物 P.7 

悪性腫瘍のこと。細胞が何らかの原因で変異して増殖を続

け、周囲の正常な組織を破壊する腫瘍である。がんや肉腫な

どがこれにあたる。 

脳血管疾患 P.7 
くも膜下出血、脳梗塞、脳出血といった脳の病気の総称であ

り、三大生活習慣病の一つである。 

循環器系の疾患 P.8 
血液の通り道である血管と、血液を循環させる役割をする心

臓などの循環器系にかかわる疾患のこと。 

新生物 P.8 

正常な組織細胞は、必要以上に分化分裂を行わないように

調節を受けているが、そこから外れ自立的に増殖を始めるよ

うになった組織。良性のものと悪性のものに分けられる。 

食育の日 P.10 
毎月 19 日。食育を推進するための取組を継続的に展開し、

食育の一層の定着を図るための機会。 

食育月間 P.10 
毎年６月。国、市町村、関係団体などが協力して、食育を推進

するための取組を重点的に実施し、食育の浸透を図るための

月間。 

共食（きょうしょく） P.15 
家族が食卓を囲んで共に食事をとりながら、コミュニケーショ

ンを図ること。 

食事バランスガイド P.19 
１日の望ましい食事のとり方やおおよその量を分かりやすくイ

ラストで示したもの。 

メタボリックシンドローム P.19 

内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうち

いずれか２つ以上をあわせもった状態のこと。動脈硬化を引

き起こし、心臓病や脳卒中といった命にかかわる病気を招くこ

ともある。 

地産地消推進店 P.23 
市内で生産された食材、その食材を使用した料理や加工品を

販売、活用する店舗として、市に登録されている店舗。 

出前トーク P.28 
くらしの身近な問題や関心のある市の事業など、聞いてみた

いテーマ（メニュー）を市民の方に選んでもらい、市の担当職

員が、直接地域に出向いて説明を行うもの。 
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用語 掲載ページ 説明 

サロン P.28 

住民の孤立を予防・防止する効果的な活動として、人々が気

軽に集い、趣味活動、交流活動、地域活動等の生きがい活動

を行い、楽しく生きがいのある生活を営んでいくことを目的に

設置するつどいの場。 

食農教育 P.29 食育と、食を生み出す農業について、体験し、学ぶこと。 

食生活改善推進員 P.30 
自主的に食生活の改善を中心とした健康づくりのための普及

啓発活動を行うボランティア。 

健康生活応援店 P.31 

広島県健康増進計画「健康ひろしま２１」の理念に賛同し、健

康づくりの実践・支援等を行う店舗等として保健所等に認証

申込みをし、認証を受けた店舗。 

ワーク・ライフ・バランス P.32 

やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす

とともに、家事や育児、介護などの家庭生活、自己啓発や健

康づくり、地域での活動等、個人の生活も充実させることがで

きること。 

ライフステージ P.40 
人の一生を乳児期、幼児期、学齢期、成人期、高齢期などと

分けたそれぞれの段階。 

食塩相当量 P.54 

厚生労働省が定めた食塩摂取量の一日あたりの目標量は、成

人男性が 9g 未満、女性が 7.5g 未満である（「日本人の食事摂取

基準（2010 年版）」）。 

食塩相当量は、次の式で算出できる。 

食塩相当量（ｇ）＝ナトリウム（ｍｇ）×2.54÷1000 
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